
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第５７号 

事故等種類 火災 

発生日時 平成２６年３月１２日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市壱岐島西方沖 

壱岐市所在の若宮灯台から真方位２７０°１２.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５２.０′ 東経１２９°２６.６′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸、１９トン 

 ＮＳ２－１５６０６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 集魚灯用安定器の変圧器及び端子台、電線被覆等が焼損及び濡損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、長崎県壱岐市勝本港を出港し、

壱岐島西方沖で操業中、平成２６年３月１２日０１時００分ごろ、操

舵室の後方及び機関室の上方にある換気扇から煙が噴出したため、主

機の運転を停止した｡ 

船長は、機関室に入り、集魚灯用安定器（以下「本件安定器」とい

う。）から煙が出ていたので、消火器で消火作業を開始したところ、

補機室からも煙が出ていることに気付いて消火を行ったが、本船の消

火器を使い果たしたので、海水をかけ、煙が消えたことを確認した

後、勝本港に帰った。 

本件安定器は、本事故後、電気機器修理業者により、絶縁抵抗の計

測及び点検が行われ全て交換された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 １０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 本件安定器は、機関室に２８台、補機室に２５台が設置されてお

り、約１０年間使用され、約５年前に冷却ファンが交換された。 

本件安定器の設置場所は、放熱効果を良くするため、拡張されたも

のの、湿気があった。 

本船は、配電盤及び本件安定器周りの配線が、約１０年前に交換さ

れ、集魚灯への配線が約５年前に交換されていた。 

本件安定器は、変圧器、コンデンサ、冷却ファンなどからなり、

‘冷却ファンの下方の電源端子盤が設けられているブロック端子台’

（以下「本件ブロック端子台」という。）に、機関室及び補機室に装



 

備されている主機駆動の各集魚灯用発電機（交流２２０Ｖ、容量

３００kＷ）から入力された電力が、各集魚灯（３kＷ）には、本件安

定器を経て、機関室側は本件安定器１器につき２灯、補機室側は同じ

く１器につき１灯にそれぞれ供給されるようになっていた。 

本件安定器は、開放点検したところ、機関室にある１台の変圧器に

短絡を生じ、また、補機室にある１台の本件ブロック端子台の電源端

子取付けねじが緩んで、接触不良となり、それぞれ焼損し、その他の

本件安定器は、消火作業で注水されたことにより、絶縁抵抗が低下し

たことが確認された。 

本件安定器の変圧器の絶縁抵抗は、設置されてから計測されていな

かった。 

電気機器修理業者が点検したところ、本件安定器の変圧器が、絶縁

不良により短絡し、本件ブロック端子台の電源端子部の取付けねじが

緩んで接触不良となり、それぞれに過大な電流が流れて発熱し、出火

焼損したことが判明した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、壱岐島西方沖で操業中、本件安定器の変圧器が短絡し、ま

た、本件ブロック端子台の電源端子の取付けねじが緩み、それぞれに

過大な電流が流れて発熱し、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端

子台の電源端子部から出火したことから、機関室及び補機室の電線被

覆等の可燃物に延焼したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、壱岐島西方沖で操業中、本件安定器の変

圧器及び本件ブロック端子台の電源端子部に過大な電流が流れて発熱

し、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端子台から出火したため、

機関室及び補機室の電線被覆等の可燃物に延焼したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・本件安定器は、電路を含めて絶縁抵抗を定期的に計測すること。

・本件安定器は、本件ブロック端子台の電源端子取付けねじの増締

めを定期的に行うこと。 

 


